
平成

「
又

項
」

年 月 日 金曜日

山
温第第

山 口 県

○
公山温

報

○
規温山

○
訓山 毎

（号 外 ）

は
飲
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二

を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、

平
成
二
十
年
八
月
一
日

口
県
規
則
第
五
十
九
号

温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

泉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山

十
六
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

十
五
条
第
一
項
中
「
温
泉
源
か
ら

安
委
規
則

口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に

規

泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

目

次

則泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

令口
県
防
災
行
政
無
線
施
設
取
扱
規
程

週
火
・
金
曜
日
発
行

項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
の
下

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

正
す
る
規
則

口
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一

温
泉
を
採
取
す
る
者
又
は
」
を

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

規
則
（
薬
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

規
則
（
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
防
災
危
機

に
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一

条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

代
理
者

事

西

村

亘

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

削
り
、
「
若
し
く
は
飲
用
」
を

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

平 成 年
月 日

（金曜日）

十
三
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け

（
確
認
を
受
け
た
者
の
地
位
の

第
十
三
条

省
令
第
六
条
の
八

（
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け

第
十
条

省
令
第
六
条
の
四
第

又
は
法
人
分
割
承
認
申
請
書

（
温
泉
の
採
取
の
許
可
を
受
け

第
十
一
条

省
令
第
六
条
の
五

式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

（
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に

第
十
二
条

省
令
第
六
条
の
七

第
八
条
中
「
別
記
第
八
号
様

る
。第

七
条
中
「
ゆ
う
出
路
増
掘

記
第
七
号
様
式
）
」
を
「
ゆ
う

請
書
（
別
記
第
九
号
様
式
）
」

（
温
泉
の
採
取
の
許
可
の
申
請

第
九
条

省
令
第
六
条
の
二
第

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中
「
別
記
第
十
二

と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
別
記

九
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
別
記
第
十
号
様

る
。第

九
条
中
「
別
記
第
九
号
様

る
。

３

法
第
十
五
条
第
一
項
の
許

は
、
遅
滞
な
く
、
温
泉
利
用

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
四
条
中
「
別
記
第
十
四

条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
別
記
第
十
三

条
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

承
継
の
届
出
）

第
一
項
の
届
出
書
は
、
地
位
承
継

た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は
分

一
項
の
申
請
書
は
、
法
人
合
併
承

（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
ら

た
者
の
相
続
に
係
る
承
認
の
申
請

第
一
項
の
申
請
書
は
、
事
業
承
継

な
い
。

つ
い
て
の
確
認
の
申
請
）

第
一
項
の
申
請
書
は
、
可
燃
性
天

式
」
を
「
別
記
第
十
七
号
様
式
」

許
可
申
請
書
（
別
記
第
七
号
様
式

出
路
増
掘
許
可
申
請
書
（
別
記
第

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、

）一
項
の
申
請
書
は
、
温
泉
採
取
許

号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
一
号

第
十
一
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二

式
」
を
「
別
記
第
十
九
号
様
式
」

式
」
を
「
別
記
第
十
八
号
様
式
」

可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に

廃
止
報
告
書
（
別
記
第
二
十
四
号

。号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
三
号

号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
二
号

一

届
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
に
よ

割
の
承
認
の
申
請
）

認
申
請
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
承
認
申
請
書
（
別
記
第
十
二
号

然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
書
（
別
記

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と

）
又
は
動
力
装
置
許
可
申
請
書
（

八
号
様
式
）
又
は
動
力
装
置
許
可

同
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る

可
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と

に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と

係
る
温
泉
の
利
用
を
廃
止
し
た
と

様
式
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

ら ）様第 す別申。に 条十すす きに二一

規

則



平

３

成 年 月 日 金曜日

予

改
め

ら
か

６
と２

山 口

予

「

及 主

県 報

第
七第

（
土

第
六号な別

「

（号 外 ）

な
（
温

第
十十

（
温

第
十式第

位
の

設
施

の
め

た
の

削
掘

了
完

日
定

手
着

構
、

置

、
同
様
式
の
添
付
書
類
４
を
同
添

で
ま

号
５

第

」
を
「

１
第

条
４

第

し
、
２
を
５
と
し
、
１
の
次
に
次

要
主

び
及

図
置

配
の

備
設

要

称
名

了
完

日
定

備
設

な

力
能

び
造
構

の
備

設
な 号

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

地
の
掘
削
又
は
増
掘
の
た
め
の
施

条

省
令
第
四
条
の
三
第
一
項
の

様
式
）
又
は
ゆ
う
出
路
増
掘
施
設

ら
な
い
。

記
第
一
号
様
式
中

手
着

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

泉
の
採
取
の
た
め
の
施
設
等
の
変

四
条

省
令
第
六
条
の
十
第
一
項

五
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

泉
の
採
取
の
事
業
の
廃
止
の
届
出

五
条

省
令
第
六
条
の
十
一
第
一

）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
条
中
「
別
記
第
五
号
様
式
」
を

削
掘
に

び
並

備
設

び
及
造

年 年

温
が
法

方
の

付
書
類
７
と
し
、
同
添
付
書
類

ま
号

６
第

ら
か

号
４

第
項

で

」

の
よ
う
に
加
え
る
。

造
構

年

図
造

構
の

条
と
す
る
。

。設
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

申
請
書
は
、
土
地
掘
削
施
設
等

等
変
更
許
可
申
請
書
（
別
記
第

年

更
の
許
可
の
申
請
）

の
申
請
書
は
、
温
泉
採
取
施
設

ら
な
い
。

）項
の
届
出
書
は
、
温
泉
採
取
事

「
別
記
第
六
号
様
式
」
に
、
「

の
条

１
第
則
規
行

施
法
泉

日
月

日
月

各
２

」

３
中
「

号
３
第

項
１

第
条

４
第

に
改
め
、
同
添
付
書
類
中
３
を

日
月

」

力
能

変
更
許
可
申
請
書
（
別
記
第
五

五
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば

日
月 等

変
更
許
可
申
請
書
（
別
記
第

業
廃
止
届
（
別
記
第
十
六
号
様

別
記
第
六
号
様
式
」
を
「
別
記

合
適
に
準
基
る
げ
掲

に
号

止
防
害
災
時
削

掘
４

る
す

程
規

別
記
第
二
号
様
式
中
「第

条
５

第
条

をに

面
書
る

す
証
を
と
こ

て
い
お

に
項

２
第

項
２

第
法

同
る

す
用

準

「

の
項
２

第
条

５
第

条
５

第

」
を

第第
条条

二



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報

１
第

別

１
第

３
第
２

第
１

第

別
第
二

（号 外 ）

３
第
２

第
２

第

別

号
３

第
項

３
第
２

第
１

第

で
ま

号
５

第
ら

か

」
を

記
第
四
号
様
式
中
「第

１
第

条
７

第

準
て

い
お

に
項 項

２
第

条

お
に

項
７

第
法

同
る

す
用

７
第

法
同

る
す

用
準

て
い

号
４

第
は

又
号

３
第

項

」
を
「第

記
第
十
四
号
様
式
中
「

第
条

十
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次

る
す

用
準

て
い

お
に

項 項

準
て

い
お

に
項

５
第

法
同

５
第

法
同

る
す

用
記
第
三
号
様
式
中
「第

１
第

条
６

第

準
て

い
お

に
項 項

２
第

条

お
に

項
６

第
法

同
る

す
用

６
第

法
同

る
す

用
準

て
い

「

か
号

４
第

項
１

第
条

４
第

用
準

て
い

お
に

項 項

第
ら

項
１

第
条

７
第

法
同

る
す

の

に
改
め
、
同
様

項
１

第
条

」
は

又
号

４
第

項
１

第
条

４

）
係

関

号
５

第
」
を
「

第
）

係
関

条

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

の
項

２
第

条

に
改
め
る
。

項
２

第
条

」

る
す

用
準

て
い

お
に

項 項

の
項

１
第

条

６
第

法
同

に
改
め
、
同
様

項
１

第
条

」

で
ま

号
６

」
に
改
め
る
。

「

の
項

１
第
条

条
７
第

」
を

第第
条条

式
の
添
付
書
類
３
中
「

条
４
第

」
に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

「

の
項

１
第
条

条
６
第

」
を

第第
条条

式
の
添
付
書
類
２
中
「

条
４
第

１
注

用
の

泉
温

の
後

止
廃

名
氏

び
及

所
住
の
者
告
報

す
入

記
を

名
氏
の
者
表

代

自
を
名
氏
の
者
告
報

２

る

さ
き
大
の
紙

用
考
備

し
署

共
公

を
泉

温

工
本
日

、
は

す
供

に
用

飲
は

又
用

浴
の

廃

月
年

止
廃

在
所

設
施

る

理
の

止

利
の

泉
温
り
お

と
の
記
下

。
す

ま
し
告
報

り

用

名

番
び

及
日

月
年

の
可

許

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

温

）
係

関
条様

は
て
っ
あ

に
人
法
、
は

途と
た

。
と
こ

た
主

の
そ

、

を
と

こ
る

す
印

押
、

は
き格

規
業

し
要

由

年
日 地

。
る
す
と
４

列

氏

泉
温

、
で

の
た

し
止

廃
を

記

行
施
法

称

日
月

年
号

告
報

郵 告
報

止
廃

用
利

泉

住
者

三

び
並
地

在
所
の
所
務
事
る

。
と
こ

い
な

び
及
称
名
に

日
月 名第
則

細

）
番

局
話

電

よ
に

定
規
の

項
３

第
条

号
第

令
指 所 号
番

便

日
月

年

書



平成 年 月 日 金曜日 山 口

「

工 ゆ

削
り

４
第

式
を

県 報

別
十
八別

十
七別

請
申

を

（号 外 ）

別
第
二別

第
二別

第
二別

十
九

掘
増

事 の
掘
増

の
路

出
う

工

径
口

の
路

出
う

ゆ
の

後

法
方
行

施
の

事

、
同
様
式
の
添
付
書
類
２
中
「

で
ま

号
６

第
ら

か
号

第

」
に
改
め
、

加
え
る
。

記
第
九
号
様
式
中
「

関
条

９
第

号
様
式
と
す
る
。

記
第
八
号
様
式
中
「

関
条

８
第

号
様
式
と
す
る
。

記
第
七
号
様
式
中
「
（

書

関
条

７
第

」
を
「

書
請

申
可

許
置

装
力

動

「

る
せ

さ
加

増
を

量
出

う
ゆ

の
め

た

記
第
十
三
号
様
式
中
「

第
条

十
二
号
様
式
と
す
る
。

記
第
十
二
号
様
式
中
「

第
条

十
一
号
様
式
と
す
る
。

記
第
十
一
号
様
式
中
「

第
条

十
号
様
式
と
す
る
。

記
第
十
号
様
式
中
「

第
関

条

号
様
式
と
す
る
。

深
の
出
う

ゆ
後
掘

増

ら
か

号
３

第
項

１
第

条
４

号
５

第

同
様
式
を
別
記
第
九
号
様
式
と

）
係

」
を
「

第

）
係

）
係

関
条

」
を
「

第

）
係

）
係

関
条

」
を
「
（

）
係

関
条

８
第

」
に
、
「

増
を

量
出

う
ゆ

路
出

う
ゆ

の
置

装
の

力
動

せ
さ

加
」
に
改
め
、
「

）
係

関

増

」
を
「

第

）
係

関

）
係

関
条

」
を
「

第

）
係

関

）
係

関
条

」
を
「

第

）
係

）
係

関
条

」
を
「

第
）

係
関

条

さ 路 の

」

で
ま

」
を
「

項
１
第

条
４

第

し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
七
様

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第

」
に
、
「

置
装

力
動

掘
増

路
出

う
ゆ

動
の

め
た

る
掘

増
の

可
許の
置

装
の

力

」

は
又
掘

」
及
び

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第

を

四



平成

考
備

年 月 日 金曜日

注
７ ６ ５ ４ ３

山 口 県

の 温２ １ 付
添

報

よう 温

（号 外 ）
第

署
自

を
名

氏
の

者
請

申
２３

と
た
し
と
う

お
行

を
取

採
の

泉
温

日
、

は
さ

き
大

の
紙

用
す

各
項

１
第

３
の

規
業

工
本

備
設

号
各

項
３

第
は

又
号

た
し

現
を

況
状

の
置

設
の

量
び

及
度

濃
の

ン
タ

メ
写

防
害
災

時
取

採
の

定
測

の

法
泉
温

が
者

請
申

程
規

止
第

の
そ
面
書

る
す

第
２

の
条

他
び

及
所

住
の

者
請

申
１

）

名
氏

の
者

表
代

、
は

名
氏

採
の

泉

と
こ
る

す
入

記
を

日
定
予

始
開

の
取

山

び
及
図

置
配

の
備

設 類
書

取
採

の
泉

温
備

設
な

要
主

位
の
設

施
の

め
た

の

採
の

泉
温

り
お

と
の

記
下

を
類

書
係

関
、

り

許
の

取

し
請

申
て

え
添

る
す

と
お

行
を

取
採

の
泉

所
場

式
様

号

口
山

泉
温

）
係

関
条

９
第

様
事

知
県

を
と
こ

る
す

印
押

、
は
き

欄
」
所

場
る

こ
い

な
し

要
び
及

在
所

の
地

土
、

は
に

格

る
げ

掲
に

。
る

す
と

４
列

を
と
こ

る
す

合
適

に
準

基

書
た
し

載
記

を
果
結 真

証

４
第

ら
か

号
２

第
項
２

面

あ
に

人
法

当
該

に
で

ま
号

事
る
た

主
の

そ
、

は
て

っ

月
年

。
務

け
付

り
は

紙
証

入
収

県
口

欄

）
。

と
こ

い
な

し
印

消

び
及

造
構

、
置

図
造

構
の

方
の
取

採
に

び
並

備
設

氏

で
の

い
た

け
受

を
可

話
電

採

記

。
す

ま

第
法

泉
温

、

申

番
便

郵

書
請

申
可

許
取

住
者

請

こ
る
す
入
記

を
番
地
。
と

者
い
な
し

面
書
る
す

。
と

の
所

約
誓
を
と
こ
る
あ
で

び
及
称
名

に
び
並
地
在

所

日

第
則

規
行
施
法
泉

温
が
法

条
６

名

）
番

局

に
定
規

の
項

１
第

２
の

条

所 号

日
月

年

自
を
名
氏
の
者
請
申

１
注
２

し
署

備
」
所

場
の

取
採
の
泉
温

日
、
は
さ
き
大
の
紙

用
考

予
の

割
分
は
又
併
合

工
本

日
定

書
約
契
併

合
１
類
書
付
添

者
請

申
２

画
計

割
分

は
又
第

法
泉
温
が

採
の

泉
温

面
書

る
す

の
条

り
よ
に
併
合

名

所
場

の
取

割
分
は
又
人

法
る
す
滅

消

続
存
後
併
合

名

人
法
の

前

併
合
は
く
し

若
人
法
る

す

人
法
る
れ
さ

立
設
り
よ

に

の
泉
温
り
よ

に
割
分
は

又

る
す
継
承
を

業
事
の
取

採
人

法

割
分
併
合
り
お

と
の
記
下

法
泉

温
、
で
の

い

り
よ

に

第
３

の
条号

番
び
及

日
月
年
の
可
許

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

法

）
係

関
条様

こ
る
す
印
押

、
は
き
と
た

地
土

、
は

に
欄

し
要

を
と

規
業

を
番
地

び
及

在
所

の
格

年

。
る
す
と
４

列

付
り

は
紙

証
入

収
県

口
山

欄
け）

。
と

こ
い

な
し

印
消

書
約
契
割
分

は
く
し
若
書

号
２

第
項
２

第
２

し
写

の

た
主

称

で
ま
号
４
第
ら
か

事
る
た

主
称

の
所
務
事
る

の
所
務

者
表

代
び
及

称
名

受
を

可
許

の
取

採
の

泉
温

に
定

規
の
項

１
第

者
た
け

記

書
係

関
、

り
よ

日
月

年 郵

請
申

認
承

割
分
併

合
人

務
事
る

た
主

者
請
申

番
便

の
所

五

こ
る

す
入

記
。
と
こ
い
な

日
月

。
と

る
あ
で

者
い
な
し
当
該
に

表
代

地
在
所

約
誓
を
と
こ

者
表

代
地

在
所

名
氏
の
者

名
氏
の

名
氏

の

承
の

位
地

の

）
番

局
話

電

を
類

た
け

受
を

認
承
の

継

。
す
ま

し
請

申
て

え
添

号
第

令
指 地
在

所

号

日
月

年

書



平

考
備

成 年 月 日 金曜日

注

３ ２ １ 付
添

山 口

相 被 被

県 報

泉温 許

（号 外 ）
第

２
欄
」

所
場

の
取

採
の

泉
温

日
、

は
さ

き
大

の
紙

用
に 山規

業
工

本

が
人
続

相
本

謄
籍

戸 類
書き

に
合

場
る

あ
上

以
人

２
れ

さ
定

選
て

し
と

人
続

相
法

泉
温

が
者

請
申

に
者

た
第

者
請
申

１
面

書
第
２

の
条

住

と
た

し
署

自
を

名
氏

の

と
人

続
相

名
氏

人
続

相

所日
の

始
開

続

柄
続

の

採
の

泉
温

り
お

と
の

記
下

第
法

許
の

取

に
定

規
の

項
１

第
４

の
条

泉

号
番
び

及
日

月
年

の
可

所
場

の
取

採
の 式
様

号
第

知
県

口
山

業
事

）
係

関
条様

事

地
び
及

在
所

の
地

土
、
は格

す
入
記

を
番

入
収

県
口

。
る
す

と
４

列

欄
け

付
り

は
紙

証

）
。

と
こ

い
な

し
印

消

同
の
員

全
の

そ
、

て
い
お

、
は
て

っ
あ

温
り

よ
に

意

項
２

書
意

同
の

員
全

の
そ

該
に

号
３

第
は

又
号

２
第

る
す
印

押
、

は
き

な
し

当

月
年

こ
い
な

し
要

を
と

こ

地
の

者
た

け
受

を
可

話
電

係
関

、
り

よ

の
継

承
の

位

記

請
申

て
え

添
を

類
書

指
日

月
年

番
便

郵

書
請

申
認

承
継

承

氏 住
者

請
申

。
と
こ

る

継
承

を
業
事
の
取

採
の
泉

を
と
こ
る
あ

で
者

い

べ
す

日

。
と

る
す
約
誓

い
た

け
受

を
認
承

）
番

局。
す

ま
し

温
、
で
の

号
第

令 名 所 号

日
月

年

３
備

う
お

行
を

取
採
の
泉
温

日
、
は
さ
き
大
の
紙

用
考

工
本

取
採
の
泉

温
１
類
書
付
添

他
の

そ
２

況
状

の
所

場
の

及
所
住
の
者
請
申

１
注

）

を
名
氏
の
者
表

代
名

氏
び

氏
の
者
請
申

２
る

す
入

記

定
測

を
定
測

し
署

自
を

名

測
定
測
の

度
濃
の
ン
タ
メ

を
定

測

定
測

定

天
性

燃
可
り
お

と
の
記
下

に
定
規
の

項
１
第
５

の

然、
り

よ

と
う
お
行

を
取
採
の
泉
温

の
取
採
の
泉
温

所
場
る
す

日
定
予

の
始
開

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

可

）
係

関
条様

、
は
に
欄
」

所
場
る
す
と
格
規
業

所
の
地
土
。
る
す
と
４

列

付
り

は
紙

証
入

収
県

口
山

欄
け）

。
と

こ
い

な
し

印
消

測
の
度
濃
の

ン
タ
メ
び
及

あ
に

人
法

、
は

施
実

の
定

と
こ

た
主
の

そ
、

は
て

っ

る
す

印
押

、
は

き
と

た
。

所
場
た
っ

行

し
要

を
と

こ

果
結

の

法
方

の

年
日

月
年

者
た

っ
行

の
て

い
つ

に
度

濃
の

ス
ガ

え
添

を
類
書

係
関

を
認
確

記

す
ま

し
請

申
て

月
年

認
確

度
濃

ス
ガ

然
天

性
燃

氏 住
者
請

申

郵 申

る
す
入

記
を
番
地
び
及
在

。
と
こ

事
る

真
写
た

し
現

を
況

状

名
に

び
並

地
在

所
の

所
務

日
月。
と
こ
い
な

び
及
称

％

の
い

た
け

受

）
番

局
話

電

第
法

泉
温
、

で

。

条

日 名 所 号
番

便

日
月

年

書
請

六



平成

考
備

年 月 日 金曜日

注

３ ２

山 口 県

１ 付
添

地 確

報

で温 確

（号 外 ）
第

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
用

あ
に

合
場

の
続

相

規
業
工

に
次
、

は
て

っ

本
謄

籍
戸

る
あ
上

以
人

２
が

人
続

相

て
し
と

人
続

相
き

べ

合
場

分
は

又
併

合

た
れ
さ

定
選

届
１

て
っ

あ
に

合
場

の
割

た
け

受
を

認
確

び
及

者
出

び
及

称
名

に
び

並
地

在

者

氏
の
者

出
届

２

の
者

表
代

３

と
た

し
署

自
を

名

欄
」

所
場

の
取

採
の

泉
温

氏

者
た

け
受

を
認

所
住

に

類
書

日
た

し
継

承
を

位

名

場
の

渡
譲

の
部

全
の

業
事

あ
に

合

天
性

燃
可

り
お

と
の

記
下

第
法

泉
温

、

ス
ガ

然

の
項

２
第

６
の

条

泉

号
番

び
及

日
月

年
の

認

所
場

の
取

採
の 式
様

号
第事

知
県

口
山

地

）
係

関
条様

格

書
る

げ
掲

。
る

す
と

４
列

員
全

の
そ

、
て

い
お
に

類

っ
あ

に
者

り
よ

に
意

同
の

意
同
の

員
全

の
そ

、
は

て

は
又

書
約

契
併

合
、
は

書

及
所

住
の

若
書
画

計
割

分

っ
あ

に
人

法
、

は
名

氏
び

と
こ
る

す
入

記
を

名
氏

て

と
こ
る

す
印

押
、

は
き

。

地
土

、
は

こ
い
な

し
要

を

入
記
を

番
地

び
及

在
所

の

に
渡

譲
、

は
て
っ

月
年

す 写
の
書

約
契

る
す

関

氏

の
て

い
つ

に
度

濃
の

話
電

り
よ

に
定

規

け
受

を
認

確

記

え
添

を
類

書
係

関
、

令
指

日
月

年

者
出

届

番
便

郵

届
継

承
位

住

承
を

業
事
の
取
採

の
泉
温

書
約
契
割
分

は
く

し

す
継

る
た
主
の

そ
、

は

し
写
の

と
こ

る

。
と

所
の
所
務
事

し

日

。

名

承
を

位
地

の
者
た

）
番

局

す
ま

出
け

届
て

の
た
し
継

。

号
第

所 号

日
月

年

署
自

を
名
氏
の
者
請
申

２３
し

備
」
所

場
の

取
採
の
泉
温

日
、
は
さ
き
大
の
紙

用
考

工
本

る
係
に
更

変
１
類
書
付
添

後
更

変
２

図
置

配
の

備
設

規
行

た
の
取

採
の
泉
温
の

各
項

１
第

３
の
条
６
第
則

変
の
備
設
る
係
に
更

変
３

止
防
害
災
時
取

採
４

前
更

他
の

そ
５

変
の
程

規及
所
住
の
者
請
申

１
注

）

を
名
氏
の
者
表

代
名

氏
び

の
更

変
前

更
変

る
す
入

記 由
理

の
更

変

後
更

変
容

内

了
完

日
定

予
手

着

採
の

泉
温
り
お

と
の
記
下

定
規
の
項

１
第
７
の

条

取り
よ

に号
番
び
及

日
月
年
の
可
許

所
場

の
取

採
の

泉
温

第
式
様
号

第事
知
県
口
山

温

）
係

関
条様

こ
る
す
印
押

、
は
き
と
た

地
土

、
は

に
欄

し
要

を
と

規
業

を
番
地

び
及

在
所

の
格

。
る
す
と
４

列

）
。
と

こ
い

な
し

印
消

な
要
主
る
係

に
更
変
び
及

位
の

設
施

の
め

構
の

備
設

又
号

備
設
び

及
造

構
、

置
る
げ
掲
に
号
各
項

３
第
は

写
た

し
現

を
況

状
の

準
基

っ
あ
に
合

場
う
伴
を
更

真

に
人
法
、
は

更
変
、
は
て

こ
た

主
の
そ
、
は
て
っ
あ

月
年

月
年

。
と

付
り

は
紙

証
入

収
県

口
山

欄
け

氏

更
変

の
等

設
施

の
め

た
の

添
を

類
書
係

関
、

可
許
の

記

ま
し

請
申

て
え

日
月

年

可
許

更
変

等
設

施
取

採
泉

住
者
請

申

郵 申

七

こ
る

す
入

記
。
と
こ
い
な

。
と

の
取
採
該
当
に
び
並
図
造

合
適
に

施
法
泉
温
が
法
方

面
書
る
す
証
を

と
こ
る
す

規
止
防

害
災
時
取
採
の
後

並
地

在
所
の
所
務
事
る

程

日 日

び
及
称
名
に
び

名

い
た

け
受

を

）
番

局
話

電

第
法

泉
温

、
で

の

。
す

号
第

令
指 所 号
番

便

日
月

年

書
請



平成 年 月 日 金曜日

考
備 注

示

山 口

付
添

温 廃 廃

県 報

よ温 許

（号 外 ）
第

届
１

真
写
び

及
面

図
た

し

は
名

氏
び

及
所

住
の

者
出

入
記

を
名

氏
の

者
表

代

、

氏
の
者

出
届

２

と
こ

る
す

３

と
た

し
署

自
を

名

欄
」

所
場

の
取

採
の

泉
温

４

に

戻
埋

の
路

出
う

ゆ
の

泉
温

に
合

場
る

あ
で

者
た

け

し

さ
き
大

の
紙

用

る
す
入

記 月
年

止

規
業

工
本

日
、

は

出
う

ゆ
の

泉

由
理

の
止

日

類
書

況
状

の
し

戻
埋

の
路

第
法

泉
温

可
許
の

項
１

第
２

の
条

採
の

泉
温

り
お

と
の

記
下

を
類

書
係

関
、

り

事
の

取

出
け

届
て

え
添

及
日

月
年

の
認

確
は

又
可

所
場

の
取

採
の

泉

号
番

び

式
様

号
第

知
県

口
山

泉
温

）
係

関
条様

事

の
そ
、

は
て

っ
あ

に
人
法

押
、

は
き 。

務
事

る
た

主

い
な
し

要
を

と
こ

る
す

印

び
及

在
所

の
地

土
、
は

こ

」
況

状
の

す
入
記

を
番

地

法
泉

温
が

者
出

届
、

は
欄

格

。
と

こ

第

受
を

月
年

。
る
す

と
４

列

温
、

は
て

っ
あ

に
者

た
け

ゆ
の

泉

で
の

た
し

止
廃

を
業

話
電

記

。
す

ま

第
法

泉
温

、

日
月

年

番
便

郵

届
止

廃
業

事
取

採

氏 住
者

出
届

称
名

に
び
並
地
在

所
の
所

。
と
こ
る

。
と

び
及を
可
許

の
項
１
第
２

の
条

の
し
戻
埋
の

路
出

う

日

受 表
を
況
状

）
番

局

に
定
規

の
項

１
第

８
の

条

号
第

令
指

名 所 号

日
月

年

「

規
行
施
法
泉

温

類
書

付
添

届
１

注

第
２

の
条

１
第
則

称

名
氏
び
及

所
住
の
者
出

記
を
名

氏
の

者
表
代
び
及

改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ

よ
に
ス
ガ
然
天
性
燃

可
４

。
と
こ
る
す
入

記
を

災
る

別
記
第
六
号
様
式
を
別
記
第

別
記
第
六
号
様
式
中
「

法
同

る
す
用
準

て
い

６
第

の
項

１
第

条
８
第

に
、

項

」

「

び
及

所
住
の
者
出
届

１
注

氏
の
者
表
代
び
及
称

名
氏

、
は

録
記
の

号
９

記
を

名

の
そ
、
は
て
っ
あ
に

人
法

。
と

こ
る
す
入

た
主

う
に
加
え
る
。

措
の
め
た
る

す
止
防
を
害

っ
と
を
置

七
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に

）
係

関
条

」
を
「

係
関

条
７
第

「

の
項

項
１

第
条
８

第

」
を

第第
お

に
項

２
第

条
お

に
項

３
第

条

、
は

て
っ

あ
に

人
法

、
は

。
と

こ
る
す
入

た
主

の
そ

び
並
地
在

所
の
所
務
事
る

名
に

」
に

、
は

合
場

た
容
内
の
そ
に
欄
」
考

備

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

）

」
に
、
「第

項
１

第
条

８
第

用
準

て
い

お
に

項
２

第
条

い
１
第

条
８

第
法

同
る
す

条
８

第
法

同
る
す

用
準

て
１

第

び
並

地
在

所
の

所
務

事
る

名
に

」
を

八



平成

考
備 注

年 月 日 金曜日

６ ５ ４ ３ ２ １ 付
添

山 口 県

予 増 主 工 ゆ

報

規及 ゆ 温 温 る 増 増

（号 外 ）
８

第

氏
び

及
所

住
の

者
請

申
１

を
名

氏
の

者
表

代
、

は
名

者
請
申

２
と
こ

る
す

入
記

用
と
た

し
署

自
を

名
氏

の
工

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
規
業

山

す
と
う

よ
し

を
掘

増 類
書

置
配

の
備

設
明

を
点

地
る

掘
増

備
設
な

要
主

び
及

図
、

置
位

の
設

施
の

め
た

の
適

に
準

基
る

げ
掲

に
号

構

る
係
に

掘
増

と
こ

る
す

合

請
申

規
止

防
害

災
時

削
掘

第
法
泉

温
が

者
者
い

な
し

当
該

項
２

第
条

の
そ

約
誓

を
と

こ
る

あ
で

他

増

事
の
掘

増
の

路
出

う

）

径
口

の
路

出
う

ゆ
の

後
掘

設
な

要

法
方
行

施
の

事
工

後
掘

力
能

び
及

造
構

の
備

日
定

手
着

量
望

希
取

採
の

了
完

を
類

書
係

関
、

り
よ

に
定

て
え

添

番
地

び
及

在
所

的
目

の
掘

付
所

場
す

と
う

よ
し

を
掘

の
泉

量
出

う
ゆ

況
状

の
近

分
成

び
及

度
、

量
出

う
ゆ

深
び

径
口

の
路

出
う

分
成

径
口

さ

式
様

号

口
山

う
ゆ

）
係

関
条

８
第

り
お

と
の

記
下

様
事

知
県

路
出

う
ゆ

の
泉

温

の
そ
、

は
て

っ
あ

に
人
法

押
、

は
き 。

務
事

る
た

主

い
な
し

要
を

と
こ

る
す

印
格

こ
。

る
す

と
４

列

け
付

り
は

紙
証

入
収

県
口

欄
）
。

と
こ

い
な

し
印

消

付
の
そ

び
及

面
図

た
し
示造

図
造

構
の

図
取

見
の

近の
掘

増
に

び
並

備
設

び
及

面
書
る

す
証
を

温
が
法

方

同
る
す

用
準

て
い

お
に 程

面
書

る
す

１
第
条

４
第

法

年

構
称

名

さ
深
の
出

う
ゆ

年

記 。
す

ま
し

請
申

温
分
／

後
掘

増 深

郵

書
請

申
可

許
掘

増
路

出

氏 住
者

請
申

番
便

受
を

可
許

の
掘

増
の

話
電

で
の

い
た

け

称
名

に
び
並
地
在

所
の
所

。
と

び
及

の
条

１
第
則
規
行

施
法
泉

６
第
ら
か
号

４
第

項

各
２

路

に
で
ま
号

力
能

造

度

日
月

日
月

分
／

さの 名 所 号

日
月

年

第
法

泉
温
、

）
番

局

の
項
１

第
条

を
名
氏

の
者
表
代
び
及
称

記

「

規
行
施
法
泉

温

類
書

付
添

届
１

注

第
２

の
条

１
第
則

称

名
氏
び
及

所
住
の
者
出

記
を
名

氏
の

者
表
代
び
及

改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次

別
記
第
五
号
様
式
中
「

法
同

る
す
用
準

て
い

６
第

の
項

１
第

条
８
第

に
、

項

」

「

び
及

所
住
の
者
出
届

１
注

号
９

。
と

こ
る
す

入

名
氏

っ
あ
に

人
法

、
は

録
記
のる
す
入

た
主

の
そ
、
は
て

。
と

こ

様
式
と
す
る
。

の
一
様
式
を
加
え
る
。

）
係

関
条

」
を
「

係
関

条
７
第

「

の
項

項
１

第
条
８

第

」
を

第第
お

に
項

２
第

条
お

に
項

３
第

条

、
は

て
っ

あ
に

人
法

、
は

た
主

の
そ

九

」
を

び
並

地
在

所
の

所
務

事
る

名
に

」
に

）

」
に
、
「第

項
１

第
条

８
第

用
準

て
い

お
に

項
２

第
条

い
１
第

条
８

第
法

同
る
す

条
８

第
法

同
る
す

用
準

て
１

第

び
並

地
在

所
の

所
務

事
る

名
に



平

考
備

成 年 月 日 金曜日

注
４ ３ ２ １ 付

添

山 口

予 変 変 許

県 報

て 第 第許

（号 外 ）
５

第

署
自

を
名

氏
の

者
請

申
２

は
さ

き
大

の
紙

用
と

た
し
規

業
工

本
日

、

山

の
備
設

る
係

に
更

変 類
書

掘
の

後
更

変
び

及
図

置
配

１
第

の
設

施
の

め
た

の
削

基
る

げ
掲

に
号

各
２

の
条

規
止

防
害

災
時

削
掘

に
準

他
の
そ

を
更

変
の

程び
及

所
住
の

者
請

申
１

）

名
氏

の
者

表
代

、
は

名
氏

及
在
所

と
こ
る

す
入

記
を

変 地
地

土
る

係
に

可
地

び

理
の

更

更
変

容
内

の
更

更

完
日

定
着

由

掘
の

地
土

り
お

と
の

記
下

条
７

掘
増

の
路

出
う

ゆ
削

項
１

第
２

の
用

準
て

い
お

に
項

２
第

条

。
す

ま
し

請
申

る
す

号
番
び

及
日

月
年

の
可

式
様

号

う
ゆ
地

土

）
係

関
条

６
第

様
事

知
県

口
山

出

を
と
こ

る
す

印
押

、
は
き格

こ
い
な

し
要

。
る
す

と
４

列

け
付

り
は

紙
証

入
収

県
口

欄

）
。

と
こ

い
な

し
印

消

備
設
な

要
主

る
係

に
更
変

及
造

構
、

置
位

図
造
構

の

適
掘
該

当
に

び
並

備
設

び
書

る
す
証

を
と

こ
る

す
合

は
て
っ

あ
に

合
場

う
伴

面

あ
に

人
法

掘
の

後
更

変
、

事
る
た

主
の

そ
、

は
て

っ

年
了

年
手 後 前 目 番

。
務

の
等

設
施

の
め

た
の

話
電

条
７

第
法

同

可
許

の
更

変

記

定
規

の
項

１
第

２
の

指
日

月
年

更
変

等
設

施
掘

増
路

削
掘

請
申

番
便

郵

書
請

申
可

許

氏 住
者

。
と

行
施

法
泉
温
が
法

方
の
削

程
規
止
防
害

災
時

削

則
規

称
名
に
び
並
地
在

所
の

所

日
月

日
月

び
及

で
の

い
た

け
受
を

）
番

局

係
関

、
り

よ
に

法
泉
温
、

え
添
を

類
書

号
第

令 名 所 号

日
月

年

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
消
防
防

山
口
県
防
災
行
政
無
線
施
設

平
成
二
十
年
八
月
一
日

山
口
県
防
災
行
政
無
線

山
口
県
防
災
行
政
無
線
施
設

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

訓

山
口
県
訓
令
第
七
号

山
口
県
規
則
第
六
十
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三

る
。第

百
五
十
三
条
第
二
項
中
「

を
加
え
る
。

附

則

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を

平
成
二
十
年
八
月
一
日

災
課
長
」
を
「
防
災
危
機
管
理
課

取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

山
口
県
知
事

山
口
県

施
設
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す

取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
口

ら
施
行
す
る
。

令

部
を
改
正
す
る
規
則

十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号

掲
げ
る
請
負
」
の
下
に
「
（
知
事

十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知
事

山
口
県

長
」
に
改
め
る
。

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

職
務
代
理
者

副
知
事

西

村

亘

る
訓
令

県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

る
。

職
務
代
理
者

副
知
事

西

村

亘

一
〇

よ す」

訓

令



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

ぼ
う

賀
久

同
表

報

別
「

（号 外 ）

第第
改
め

け
だ

ら
う
お

お
い

さ
う

ぼ ぼ

ま
や
の

が
な

い
さ

う
ぼぼ

ね
み

が
さ
く

と
い

さ
う

い
だ
が

つ
ま
か

あ
い

さ
う

や
し
ぼ

お
お

い
さ

う
ぼ

ら

ま
や

ら
く

さ
い

さ
う

ぼ

ま

並
々

佐
字

大
〃

の
地
番

さ
い
し
も
の
せ
き
ち
ゆ
う
け
い
の

賀
久

字
大

町
の

地
番

」
を

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ん
か
ら

い
さ

う
ぼ

表
の
２
の
表
中

大
村

旭
〃

町
佐
須

郡
武

阿良
江

字
大
町

田
豊

市
関

下
の
地

番

師
呂

六
市

国
岩

の
地

番

佐
須

字
大

市
萩

の
地

番

十
三
条
中
「
原
則
と
し
て
」
を
削

十
四
条
中
「
原
則
と
し
て
午
前
十

る
。

「
大

市
国

岩

町
田

豊
郡

浦
豊

字
大

町
北

豊
市

関
下

六
字

川
阿

上
野
鹿

字
大

市
南

周

番

大
町

東
阿

郡
武

阿

の
地

番下
年

嘉
字屋

関
奥

字
大

市
南

周

大
町

生
平

郡
毛

熊

の
地

番賀
佐
字佐

伊
町

佐
伊

市
祢

美

番の
地
番

」

項
ま
で
を
削
り
、
同
表
ぼ
う
さ

「

字
大

町
島

大
防

周
郡

島
大

賀
久

掛
秋
町

和
美

市
国

岩
の

地
番

を

佐
須

字
大

の
地

番

並
々

佐
字

の
地

番

」

に
改
め
、
同
表
ぼ
う

る
。

時
及
び
午
後
三
時
の
二
回
」
を

良
江

字
大

の
地

番

師
呂

の
地

番

の
地 ３

１
の

地
番の
地２

い
だ
け
さ
ん
の
項
中
「

郡
島
大

の
地

番

」
に
改
め
、

５ さ
い
な
か
は
た
の
項
か
ら

「
午
前
九
時
に
行
う
も
の
」
に

し
ん
な

う
ゆ
し
い
さ
う
ぼ

つ
ま
だ
く
い
さ
う
ぼ

う
よ

さ
う
ぼ

り
か
ひ
い
さ
う
ぼ

い
さ
う
ぼ

ん
な

う
ゆ
し
い

う
ぼ

ぼ
う

よ
し

つ
ま
だ
く

う
ぼ
う
よ
し

り
か
ひ
い
さ

し
お
お

う
お
す
い
さ
う
ぼ

き
せ

の
み
か
い
さ
う
ぼ

ま

さ
う
ぼ

せ
ぶ
た
い
さ
う
ぼ

な
や
い
さ
う
ぼ

お
ら
ひ
い い
さ
う
ぼ

う
ぼ
う
よ
し

い

き
わ
い
さ
う
ぼ

に
く
わ
い

よ
し
に

く
わ
い
い
さ
う
ぼ

に
く
わ
い
い
さ
う
ぼ

ぼ
う

な
や
い
さ
う
ぼ

ん
わ
う
こ

ゆ
じ
う
よ
り
い
さ
う

ぼ

い

ん
さ

別
表
の
４
の
表
か
ら
６
の
表

局
末
端

４
）
線

回
一
単

宿
新
市
南
周

う
ぼ

名
出

呼

町
手
大
市
松
下

目
丁
５

通

目
丁
６
央
中
市
光

目
丁
３

丁
１

通
山
岐
市
南
周

番
１丁
３

町
手
大
市
松
下

う

目

目
丁

６
井

光
市

光

目

字
大

町
関

上
郡

毛
熊 ２

番

１
の

字
大
町

施
布
田

〃

長

市
井
柳

平
字
大

町
生
平

〃

今
市
国
岩

４
目
丁

５
町
南

木
和
郡
珂
玖

目
丁
１

町
津津
今
市
国
岩

う

１
木

和
町

丁
４

町
港
新

〃

目
丁
６

町

目
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３
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２
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２
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５
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５

目

長

号
２

〃
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〃
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〃
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目
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宇

丁
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２

部
宇

７
目
丁

１
町

盤
常

〃

地
番

分
東

町
嶺
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２
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６
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こ
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ぼ
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だ
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だ
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呼
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〃
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岩
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萩
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５
の
地
番 代

屋
東地

地
番

４
の
地

３
の
地
番

の
地
番

賀
久
字

３
の
地

番

古

の
地

番 所
場 ２
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口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え

法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
よ

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委

平
成
二
十
年
八
月
一
日
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県
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安
委
員
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則
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十

山
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の
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務
の

む
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あ
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ぼ

４
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７
の
表
か
ら

の
表
ま
で
を
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。
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。

員

会

原
河

谷
油

〃

中
隅
三

〃

地
番

の
地

番

向
江
字

大
市

萩

〃
〃

〃

１
の

地
番

年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

口
県
公
安
委
員
会

改
正
す
る
規
則

一
五
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